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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体端末の位置情報を取得する位置情報取得手段と、
　移動体端末の位置情報の送信を要求する位置検索装置に割り当てる識別子と、前記位置
検索装置に移動体端末の位置情報の送信を許可する条件である位置情報配信条件と、前記
位置検索装置が備える復号鍵に対応する暗号鍵とを関連付けて登録する位置情報配信条件
登録手段と、
　前記位置情報配信条件を満たす場合、前記位置情報配信条件に関係付けられて登録され
た前記識別子と、前記位置情報配信条件に関係付けられて登録された前記暗号鍵によって
暗号化した前記移動体端末の位置情報とを含む送信情報を生成する送信情報生成手段と、
　前記送信情報をブロードキャスト送信する送信手段とを備えることを特徴とする位置情
報管理センタ。
【請求項２】
　前記位置情報配信条件登録手段は、前記移動体端末からの要求により前記位置情報配信
条件を変更することが可能であることを特徴とする請求項１に記載の位置情報管理センタ
。
【請求項３】
　前記位置情報配信条件は、位置情報の送信を許可する時刻と、位置情報の送信を許可す
る区域と、送信回数の上限値とのうち少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１ま
たは２に記載の位置情報管理センタ。
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【請求項４】
　自身に割り当てられる識別子と、復号鍵とを関連付けて記憶する識別子記憶手段と、
　位置情報管理センタから配信される送信情報を受信する受信手段と、
　前記送信情報に含まれる識別子と、前記識別子記憶手段に記憶された識別子とを照合し
、両者が一致した場合、前記送信情報に含まれる暗号化された移動体端末の位置情報を、
前記識別子記憶手段に記憶された復号鍵によって復号し、移動体端末の位置情報を取得す
る位置情報取得手段とを備えることを特徴とする位置検索装置。
【請求項５】
　前記取得した移動体端末の位置情報に基づいて、前記移動体端末の位置を地図上に図示
する移動体端末位置表示手段をさらに備えることを特徴とする請求項４に記載の位置検索
装置。
【請求項６】
　自身の位置情報を位置検索装置に送信する条件である位置情報配信条件を入力する入力
手段と、
　入力された前記位置情報配信条件を請求項１乃至３のいずれか１項に記載の位置情報管
理センタへ登録する登録手段とを備えることを特徴とする移動体端末。
【請求項７】
　前記入力手段は、位置情報の配信を許可する時刻と、位置情報の配信を許可する区域と
、配信回数の上限値とのうち少なくとも１つを入力できることを特徴とする請求項６に記
載の移動体端末。
【請求項８】
　移動体端末の位置情報の送信を要求する位置検索装置に割り当てる識別子と、前記位置
検索装置に移動体端末の位置情報の送信を許可する条件である位置情報配信条件と、前記
位置検索装置が備える復号鍵に対応する暗号鍵とを関連付けて登録する位置情報配信条件
登録ステップと、
　移動体端末の位置情報を取得する位置情報取得ステップと、
　前記位置情報配信条件を満たす場合、前記位置情報配信条件に関係付けられて登録され
た前記識別子と、前記位置情報配信条件に関係付けられて登録された前記暗号鍵によって
暗号化した前記移動体端末の位置情報とを含む送信情報を生成する送信情報生成ステップ
と、
　前記送信情報をブロードキャスト送信する送信ステップとを含むことを特徴とする位置
情報管理方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の位置情報管理方法をコンピュータに実行させるプログラム。
【請求項１０】
　請求項９に記載のプログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、移動体通信端末、位置情報管理システムに関し、特に、携帯電話及びＰＨＳ（
Personal　Handy-Phone　System；簡易型携帯電話）の存在位置情報へのアクセスを一元
管理する移動体通信端末、位置情報管理システム及び位置情報管理プログラムを記録した
記録媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
現在、ＰＨＳを利用して、個々のＰＨＳ端末がどの場所に存在するかを検索するサービス
や、検索された位置情報を利用してその位置に関連した情報を提供するサービスが行われ
ている。このようなサービスとして、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの「いまどこサ
ービス」やＤＤＩポケット株式会社の「位置情報コンテンツ」などがある。
【０００３】
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ＰＨＳ端末は、通信可能な基地局に対しその信号レベル等を定期的にあるいは要求に応じ
て通知し、それらの情報は、基地局にて緯度／経度の位置情報に変換される。この位置情
報は位置検索端末に送られ、地図情報と合わせてＰＨＳ端末の位置を表示したり、ＰＨＳ
端末の位置に関連した情報を選別して当該のＰＨＳ端末に送信するといったことが行われ
る。
【０００４】
ところで、ＰＨＳ端末や携帯電話は個人が携帯するためその位置情報はすなわちその個人
の居場所を示す。個人の居場所はプライバシーにかかわる情報であるため、その扱い及び
保護には十分な注意が必要である。
プライバシー保護のため、不法な位置情報の取得を防ぐ方法が、特開平１１－２３９３７
９号公報に開示されている。この公報に開示されている携帯通信端末の位置検索方法では
、位置検索の対象となる通信端末は自己の位置登録情報を無条件で公開するか、暗証番号
付きで公開するのか、全く公開しないのかを選択できるようにしている。
したがって、この公報に開示された携帯通信端末の位置検索方法によると、被検索端末の
所持者は、自らの好むレベルで自己の位置情報を公開できる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
前述の公報に開示された携帯通信端末の位置検索方法では、被検索端末の検索あるいは所
在情報の取得を許すかを指定する場合、「無条件で公開する」、「暗証番号付きで公開す
る」、「全く公開しない」のいずれかから選択する。
したがって、被検索端末の持ち主が、例えば月曜日から金曜日の午前９：００～午後１２
：００、午後１３：００～午後１８：００に自分の営業担当区域にいる間だけ、自分の位
置情報を自分が勤務する会社に提供したいと考えても、そのような条件設定はできなかっ
た。
また、例えば、家族には自分の位置情報を常に提供し、友人には日曜日の午後１２：００
～午後１８：００まで自分の位置情報を提供するということもできなかった。
【０００６】
本発明は、上述の課題を解決するためになされたものであって、移動体端末の持ち主が位
置情報を提供する条件と相手を柔軟にかつ動的に変更することができる移動体通信端末、
位置情報管理システム及び位置情報管理プログラムを記録した記録媒体を提供することを
目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明の移動体端末は、位置情報を取得要求する位置検索端末に割当てる識別子を入力す
る入力手段と、該入力手段により入力された複数の識別子を記憶する領域を有する記憶手
段と、を備えるものである。
他の観点において、本発明の位置情報管理システムは、移動体端末の位置情報を取得する
取得手段と、該取得手段により取得された位置情報の取得を許す位置情報取得条件を登録
する登録手段と、該登録手段に登録されている前記位置情報取得条件に基づいて、前記位
置情報の取得を許可する許可手段と、を備えるものである。
【０００８】
また、前記位置情報取得条件の登録時に、前記位置情報を取得要求する位置検索端末に割
当てる識別子を発行する発行手段と、該発行手段により発行された識別子を前記位置検索
端末から受信する受信手段を更に備え、前記登録手段は、前記識別子と前記位置情報取得
条件とを対応づけて登録し、前記許可手段は、前記受信手段により受信された識別子に対
応する前記位置情報取得条件に基づいて、前記位置情報の取得を許可する。これにより、
位置検索端末の認証及び位置情報の取得の許可、不許可を容易に判断することができる。
【０００９】
また、前記登録手段は、前記位置情報を取得要求する位置検索端末に割当てる識別子と暗
号鍵と前記位置情報取得条件とを対応づけて登録し、前記許可手段は、前記暗号鍵に対応
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する前記位置情報取得条件に基づいて、対応する暗号鍵により前記位置情報を暗号化する
。これにより、位置検索端末の認証をより正確に行うと共に、位置情報の取得の許可、不
許可を容易に判断することができる。
【００１０】
また、前記登録手段は、前記位置情報を取得できる時区間の条件、エリアの条件、及び／
又は前記位置情報の取得回数の上限値を前記位置情報取得条件に含む。これにより、移動
体端末の所持者は、位置検索端末の所持者に応じて、位置情報を提供する条件を詳細に設
定することができる。
【００１１】
他の観点において本発明は、コンピュータを、移動体端末の位置情報を取得する取得手段
と、該取得手段により取得された位置情報の取得を許す位置情報取得条件を登録する登録
手段と、該記憶手段に記憶されている前記位置情報取得条件に基づいて、前記位置情報の
取得を許可する許可手段と、を備える位置情報管理システムとして機能させるためのプロ
グラムを記録したことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体である。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を添付図面と対応して詳細に説明する。
図１は、本発明の第１実施の形態による位置情報管理システムを説明する概念図である。
本位置情報管理システムは、移動体端末２０１、位置検索端末２０２、位置情報管理セン
タ２０３、及び基地局２０４により構成される。
本発明の位置情報管理システムにおいて、位置情報管理センタ２０３は、移動体端末２０
１と通信可能な基地局２０４との通信により、移動体端末２０１の位置情報を得る。位置
検索端末２０２は、移動体端末２０１の位置情報を位置情報管理センタ２０３から入手す
る。
【００１３】
ここで、位置情報管理センタ２０３は、移動体端末２０１の位置情報の取得を位置検索端
末２０２に対して許すか又は禁止する位置情報取得条件（図２、図３参照）を保持してお
り、位置情報取得条件が取得を許すか又は禁止しない場合にのみ位置情報の取得を許可し
、位置情報を提供する。
移動体端末２０１は、ＰＨＳ端末であり、無線通信が可能な基地局２０４とデータ通信を
行うことができ、該基地局２０４を介して位置情報管理センタ２０３とデータ通信を行う
ことができる。
【００１４】
なお、この移動体端末２０１は、位置情報を取得要求する位置検索端末２０２に割当てる
識別子を入力する入力機能と、該入力機能により入力された識別子を記憶する記憶機能と
を有しており、どの識別子をその位置検索端末の所持者に割当てているかを管理できる。
位置検索端末２０２は、ＰＣ（パーソナルコンピュータ）やＦＡＸあるいは他のＰＨＳ等
であり、通信機能により位置情報管理センタ２０３とデータ通信を行う。特に、移動体端
末２０１の存在する経度／緯度等の位置情報を、位置情報管理センタ２０３から受信する
。
【００１５】
位置情報管理センタ２０３は、移動体端末２０１等、複数の移動体端末の位置情報を管理
する。位置検索端末２０２からの位置情報の要求時に、上記位置情報取得条件の成立の有
無に基づいて、移動体端末２０１の存在する緯度／経度等の位置情報を配信する。この位
置情報管理センタ２０３は、取得機能２０５、登録機能２０６、許可機能２０７、送信／
受信機能２０８、及び発行機能２０９等の機能を有している。
【００１６】
取得機能２０５は、移動体端末２０１の位置情報を取得する機能である。本実施の形態で
は、移動体端末２０１と通信可能な基地局２０４の位置、及び該基地局２０４における信
号レベルに基づいて位置情報を取得する。
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登録機能２０６は、ＨＤＤ、ＲＡＭ、ＲＯＭ（図示せず）等の記憶装置に、位置情報の取
得を許す位置情報取得条件を登録する機能である。本実施の形態では、位置情報を取得要
求する位置検索端末２０２に割当てる識別子と上記位置情報取得条件とを対応づけて登録
する。
【００１７】
許可機能２０７は、登録機能２０６により登録されている位置情報取得条件に基づいて、
位置情報の取得を許可する機能である。本実施の形態では、位置検索端末２０２から受信
した識別子に対応する位置情報取得条件に基づいて、位置情報の取得を許可する。
【００１８】
送信／受信機能２０８は、位置検索端末２０２、基地局２０４とのデータの送信及び受信
を行う機能である。本実施の形態では、上記取得機能２０５と連動して位置情報を取得す
るためのデータ受信、位置検索端末２０２からの識別子の受信、位置検索端末２０２への
位置情報又は位置情報提供拒否の旨の送信、また、後述する発行機能２０９により識別子
が発行される場合に、該識別子を移動体端末２０１に送信する。
【００１９】
また、発行機能２０９は、位置情報取得条件の登録時に、位置情報を取得要求する位置検
索端末２０２に割当てる識別子を発行する機能であり、詳しくは後述する。
基地局２０４は、移動体端末２０１と通信可能な位置に配置されている基地局２０４によ
って、移動体端末２０１の位置情報の取得時、上記位置情報取得条件の登録時等、移動体
端末２０１と位置情報管理センタ２０３との間でデータのやり取りを行う。
【００２０】
移動体端末２０１の位置を検索する場合、位置情報管理センタ２０３は、移動体端末２０
１を収容する基地局２０４に位置検索を依頼する。基地局２０４は移動体端末２０１に位
置情報を要求し、移動体端末２０１は通信可能な基地局２０４に信号レベルを通知する。
位置情報管理センタ２０３は、移動体端末２０１が通信可能な基地局２０４から信号レベ
ルを受け取り、各基地局２０４の位置と信号レベルとを利用して移動体端末２０１が存在
する位置の経度／緯度を得る。
【００２１】
図２は、本実施の形態による位置情報管理システムにおいて、移動体端末の所持者が設定
する位置情報取得条件を説明する図である。
位置情報取得条件は、条件１、・・・、条件ｎの複数の条件からなる。条件１、・・・、
条件ｎのいずれかが成り立つ場合に位置情報の取得が許される。各条件は、時区間の条件
とエリアの条件とからなり、両方の条件が成り立つ場合のみ位置情報の取得が許される。
【００２２】
時区間の条件は、位置情報を取得できる時間帯を指定する。例えば、条件１では毎週月曜
日の９：００～１２：００と１３：００～１８：００と、毎週火曜日の９：００～１２：
００と１３：００～１８：００と、毎週水曜日の９：００～１２：００と１３：００～１
８：００と、毎週木曜日の９：００～１２：００と１３：００～１８：００と、毎週金曜
日の９：００～１２：００と１３：００～１８：００の時区間を指定している。
エリアの条件は、位置情報の取得を許す、移動体端末の位置エリアを指定する。例えば、
条件１では、北緯３５°０９．２００～北緯３５°０９．５２５、東経１３９°５０．０
００～東経１３９°５０．３５０の範囲を指定している。
【００２３】
図３は、本実施の形態による位置情報管理センタ２０３が、移動体端末２０１毎に保持す
る位置情報取得条件管理テーブルを例示する図である。
位置情報管理センタ２０３は、移動体端末２０１の所持者が、位置情報取得条件（図２参
照）と識別子を登録すると、位置情報取得条件を構成する複数の条件を識別子に対応づけ
て記憶する。例えば、識別子３４３４２に対応する条件を検索すると、条件（１）４０１
が得られる。
【００２４】
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図４は、本実施の形態による位置情報管理システムの動作を説明するフローチャートであ
る。このフローチャートは、移動体端末２０１の所持者が、位置情報管理センタ２０３に
位置情報取得条件と識別子とを登録した後に、位置検索端末２０２が、位置情報管理セン
タ２０３ヘ識別子を送信して位置情報を取得する場合について説明している。
【００２５】
はじめに、ステップＳ１０１では、位置情報管理センタ２０３は、位置検索端末２０２か
らの位置情報取得要求をネットワークを介して受信し、該端末２０２の電話番号等の端末
ＩＤと識別子を得る。この識別子は、移動体端末２０１が位置情報取得条件と識別子とを
登録した後に、移動体端末２０１の所持者から予め与えられている。
【００２６】
つぎに、ステップＳ１０２では、ステップＳ１０１で得た端末ＩＤに対応する位置情報取
得条件管理テーブルがあるか否かを判別する。ここで、該端末ＩＤに対応する位置情報取
得条件管理テーブルがある場合、ステップＳ１０３に進み、ない場合にはステップＳ１０
４に進む。
【００２７】
ステップＳ１０３では、ステップＳ１０２で得た位置情報取得条件管理テーブルにステッ
プＳ１０１で得た識別子が登録されているか否かを判別する。ここで、登録されている場
合にはステップＳ１０５に進む。また、登録されていない場合にはステップＳ１０４に進
み、位置検索端末２０２に位置情報取得が拒否された旨を送信し処理を終了する。
【００２８】
つぎに、ステップＳ１０５では、移動体端末２０１の位置情報を取得する。ここでは、移
動体端末２０１を収容する基地局２０４に、移動体端末２０１の位置検索を要求する。基
地局２０４が移動体端末２０１から受信した信号レベルは位置情報管理センタ２０３に送
られる。位置情報管理センタ２０３は、移動体端末２０１が通信可能な基地局２０４や信
号レベルから、移動体端末２０１の緯度／経度の位置情報を得る。
【００２９】
ステップＳ１０５に続き、ステップＳ１０６では、ステップＳ１０１で得た識別子で位置
情報取得条件管理テーブル（図４参照）を参照し、条件を１つ取り出し、次いでステップ
Ｓ１０７で、ステップＳ１０６で得た条件と、現在時刻及びステップＳ１０５で得た移動
体端末２０１の経度／緯度情報を照合し、条件が成立するか否かを判別する。
【００３０】
ここで、条件が成り立つ場合にはステップＳ１０９に進み、ステップＳ１０５で得た緯度
／経度を位置検索端末２０２に送信して終了する。また、成立しない場合にはステップＳ
１０８に進み、ステップＳ１０６で得た条件の次の条件があるか否かを判別する。ここで
、次の条件がある場合にはステップＳ１０６に戻り、ない場合には条件が成立しないと判
断して、ステップＳ１０４で位置情報取得が拒否された旨を送信し処理を終了する。
【００３１】
つぎに、以上の動作フローの前提となる、本実施の形態における位置情報取得条件の登録
の具体例について図５、図９、図１０、図１１を参照して説明する。
はじめに、移動体端末２０１の所持者は、移動体端末２０１から位置情報管理センタ２０
３に位置情報取得条件を登録する。まず、移動体端末２０１の表示画面に図９に例示する
画面が表示される。
【００３２】
図９は、本実施の形態において、移動体端末２０１が位置情報管理センタ２０３に位置情
報取得条件を登録する際の表示画面を例示する図である。
この表示画面には、「新規設定」ボタン９０１、「設定を見る」ボタン、「設定を解除」
ボタン９０２及び「戻る」ボタンが表示されており、これらのボタンより上には、既に登
録されている位置情報取得条件に対応する識別子４３７８９，３４３４２が表示されてい
る。
この表示画面において、「新規設定」ボタン９０１を押すと、図１０に例示される位置情
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報取得条件の設定画面が表示される。
【００３３】
図１０は、本実施の形態における位置情報取得条件の設定画面を例示する図である。
この設定画面には、「条件を変更」ボタン、「条件を追加」ボタン１００２、「条件を削
除」ボタン、「条件設定」ボタン１００３、及び「戻る」ボタンが表示されており、これ
らのボタンの上には、設定する条件と、該条件に対応して設定する識別子“３４３４２”
１００１とが表示されている。
この設定画面において、識別子１００１を入力し、「条件を追加」ボタン１００２を押す
と、図１１に示される位置情報取得条件の詳細設定画面が表示される。
【００３４】
図１１は、本実施の形態における位置情報取得条件の詳細設定画面を例示する図である。
この詳細設定画面には、画面上から、図１０に示した“条件１”の時間帯の既に設定され
た内容のリスト（図１１の例では、月曜日９：００～１２：００、火曜日９：００～１２
：００、水曜日９：００～１２：００）１１０４、「削除」ボタン、エリアの内容（図１
１の例では、県名「奈良」、市町村「天理」、町名「白河橋」）、該エリアの地図、該エ
リアの位置（図１１の例では、Ｎ：３５°０９．２００－Ｎ：３５°０９．５２５，Ｅ：
１３９°５０．０００－Ｅ：１３９°５０．３５０）、「位置エリアを追加」ボタン１１
０３、年、月、日及び時区間を設定する領域（図１１の例では、毎週木曜日、９時から１
２時）、「時区間を追加」ボタン１１０１、「登録」ボタン１１０５、「戻る」ボタンが
表示されている。
【００３５】
この詳細設定画面において、年月日と時刻の区間を設定した後で、「時区間を追加」ボタ
ン１１０１を押すことで、時区間についての条件が追加される。この例では、「毎週木曜
日、９時から１２時」の内容がリスト１１０４に追加される。
【００３６】
また県名、市町村名、町名を指定してその地区の地図を表示させた後、位置エリアを矩形
領域１１０２により指定して、「位置エリアを追加」ボタン１１０３を押すことで、位置
エリアについての条件が追加される。この例では、位置エリア「Ｎ：３５°０９．２００
－Ｎ：３５°０９．５２５，Ｅ：１３９°５０．０００－Ｅ：１３９°５０．３５０」が
先に追加された時区間内容と共に追加される。
【００３７】
このようにして設定された条件は、リスト１１０４に一覧表示される。入力が終了したら
「登録」ボタン１１０５を押して条件を登録し、図１０の設定画面に戻る。さらに、図１
０の設定画面において「条件を設定」ボタン１００３を押し、識別子と条件を設定する。
【００３８】
設定された条件は、位置情報管理センタ２０３に送信される。以下、識別子“３４３４２
”と位置情報取得条件４０１（図３参照）が入力されたと仮定して説明する。
位置情報管理センタ２０３は、移動体端末２０１の位置情報取得条件管理テーブルに識別
子“３４３４２”と位置情報取得条件４０１を対応づけて記憶する。
【００３９】
つぎに、位置検索端末２０２による位置情報取得が成功した時の動作について図４に示し
た動作と対応して説明する。
図５は、本実施の形態における移動体端末の位置を説明する図である。ここでは、水曜日
の１５：４０、移動体端末２０１の所持者が、図５に示す取引先５０２の位置５０３に居
る場合を想定する。
【００４０】
会社にある位置検索端末２０２から移動体端末２０１の位置を識別子“３４３４２”を使
用して検索する。位置検索端末２０２は、位置情報管理センタ２０３に移動体端末２０１
の端末ＩＤと識別子“３４３４２”を送信する。
位置情報管理センタ２０３は、端末ＩＤと識別子“３４３４２”を受信すると（ステップ
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Ｓ１０１）、端末ＩＤに対応する位置情報取得条件管理テーブルを取り出し（ステップＳ
１０２，Yes）、識別子“３４３４２”が登録されているか否かを判別する（ステップＳ
１０３）。
【００４１】
識別子“３４３４２”は登録されているので、基地局２０４から移動体端末２０１の経度
／緯度（北緯３５°０９．３７５、東経１３９°５０．１５０）を得る（ステップＳ１０
５）。つぎに、識別子”３４３４２”に対応する条件４０１（図３参照）を読み取り（ス
テップＳ１０６）、条件４０１が成り立つか否かを判別する（ステップＳ１０７）。
【００４２】
時区間に関する条件は、「水曜日の時刻１５：４０」が「水曜日９：００～１２：００，
１３：００～１８：００」の条件に適合し、エリアに関する条件は（北緯３５°０９．３
７５、東経１３９°５０．１５０）が、（北緯３５°０９．２００－北緯３５°０９．５
２５、東経１３９°５０．０００－東経１３９°５０．３５０）（図５の矩形領域５０１
に囲まれる範囲）の範囲内にあるので条件４０１は成り立ち、位置情報（北緯３５°０９
．３７５、東経１３９°５０．１５０）は位置検索端末２０２に送信される（ステップＳ
１０９）。位置検索端末２０２は、受け取った位置情報とローカルに保持する地図情報を
組み合わせて移動体端末２０１の位置を表示する。
【００４３】
つぎに、位置検索端末２０２による位置情報取得が失敗した時の動作について図４に示し
た動作と対応して説明する。ここでは、日曜日の１３：００、移動体端末２０１の所持者
が喫茶店５０４の位置５０５に居る場合を想定する。
会社にある位置検索端末２０２から移動体端末２０１の位置を識別子“３４３４２”を使
用して検索する。位置検索端末２０２は、位置情報管理センタ２０３に移動体端末２０１
の端末ＩＤと識別子“３４３４２”を送信する。
【００４４】
位置情報管理センタ２０３は、端末ＩＤと識別子“３４３４２”を受信すると（ステップ
Ｓ１０１）、端末ＩＤに対応する位置情報取得条件管理テーブルを取り出し（ステップＳ
１０２）、識別子“３４３４２”が登録されているか否かを判別する（ステップＳ１０３
）。識別子“３４３４２”は登録されているので、基地局２０４から移動体端末２０１の
経度／緯度（北緯３５°０９．２５０、東経１３９°５０．２００）を得る（ステップＳ
１０５）。
【００４５】
つぎに、識別子“３４３４２”に対応する条件４０１を読み取り（ステップＳ１０６）、
条件４０１が成り立つか否かを判別する（ステップＳ１０７）。「日曜日の時刻１３：０
０」が適合しないので、時区間に関する条件は成り立たない。したがって、条件４０１は
成り立たない。
また、次の条件もないので（ステップＳ１０８，No）、位置検索端末２０２に位置情報取
得拒否を通知する（ステップＳ１０４）。位置検索端末２０２は位置を表示できない旨を
表示画面に表示する。
【００４６】
以上のように、本実施の形態による位置情報管理システムは、位置情報管理センタ２０３
が、要求された移動体端末２０１の位置情報の取得を許す位置情報取得条件と識別子とを
登録し、位置検索端末２０２が、移動体端末２０１の位置情報の取得要求時に、位置情報
管理センタ２０３に識別子を送信し、位置情報管理センタ２０３は受信した識別子に対応
する位置情報取得条件を照合して、位置情報取得条件が成り立つ場合にのみ位置情報の取
得を許すシステムである。
【００４７】
この場合、移動体端末２０１の所持者は、位置情報管理センタ２０３に移動体の位置情報
の取得を許す位置情報取得条件と識別子を登録し、その条件での位置情報取得を許す位置
検索端末２０２にその識別子を与える。位置検索端末２０２は与えられた識別子により、
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移動体端末２０１の位置情報取得要求を行うと、位置情報管理センタ２０３は、識別子に
対応する位置情報取得条件を照合して位置情報取得条件が成り立つ場合にのみ移動体端末
２０１の位置情報を提供する。そのため、移動体端末２０１の所持者は特定の位置検索端
末２０２に対し、登録した位置情報取得条件が成り立つ場合のみ位置情報を提供すること
ができる。
【００４８】
つぎに、本発明の第２実施の形態による位置情報管理システムについて説明する。上記第
１実施の形態では、移動体端末２０１の所持者が、位置情報管理センタ２０３に位置情報
取得条件とを登録していたが、本実施の形態では、移動体端末２０１の所持者が、位置情
報管理センタ２０３に位置情報取得条件と暗号鍵と識別子を登録し、位置検索端末２０２
は、位置情報管理センタ２０３から位置情報と識別子を受信して復号化する。
【００４９】
本実施の形態による位置情報管理センタ２０３において（図１参照）、登録機能２０６は
、位置情報を取得要求する位置検索端末２０２に割当てる識別子と暗号鍵と、位置情報取
得条件（図６参照）とを対応づけて登録する。許可機能２０７は、暗号鍵に対応する位置
情報取得条件に基づいて、対応する暗号鍵により位置情報を暗号化する。
【００５０】
図６は、本実施の形態による位置情報管理センタ２０３が、移動体端末２０１毎に保持す
る位置情報取得条件管理テーブルを例示する図である。
位置情報管理センタ２０３は、移動体端末２０１毎に図６に例示するテーブルを保持する
。位置情報管理センタ２０３は、移動体端末２０１の所持者が、位置情報取得条件と暗号
鍵と識別子を登録すると、位置情報取得条件を構成する複数の条件を暗号鍵と識別子に対
応づけて記憶する。例えば、暗号鍵“７５７４３８”と識別子“７７７”に対応する条件
を検索すると、条件（１）６０１が得られる。
【００５１】
図７は、本実施の形態による位置情報管理システムの動作を説明するフローチャートであ
る。
位置情報を送出する時刻になると、ステップＳ７０１において移動体端末２０１の位置情
報を取得する。上述のように、移動体端末２０１を収容する基地局２０４に、移動体端末
２０１の位置検索を要求する。基地局２０４が移動体端末２０１から受信した信号レベル
は位置情報管理センタ２０３に送られる。位置情報管理センタ２０３は、移動体端末２０
１が通信可能な基地局２０４や信号レベルから、移動体端末２０１の緯度／経度の位置情
報を得る。
ステップＳ７０２では、移動体端末２０１に対応する位置情報取得管理テーブルを調べ、
次の暗号鍵と識別子があるか否かを判別する。ここで、ある場合にはステップＳ７０３に
進み、ない場合には動作を終了する。
【００５２】
つぎに、ステップＳ７０３では、位置情報取得管理テーブルから暗号鍵と識別子に対応す
る条件を読み取り、次いでステップＳ７０４で、ステップＳ７０３で得た条件と、現在時
刻とＳ７０１で得た移動体端末２０１の経度／緯度情報を照合し、条件が成り立つか否か
を判別する。
【００５３】
ここで、条件が成り立つ場合にはステップＳ７０６に進む。また、成り立たない場合には
ステップＳ７０５に進み、位置情報取得管理テーブルに次の条件があるか否かを判別する
。ここで、次の条件がある場合にはステップＳ７０３に、ない場合にはステップＳ７０２
に戻る。
ステップＳ７０６では、ステップＳ７０１で得た位置情報を暗号鍵で暗号化し、次いでス
テップＳ７０７では、ステップＳ７０６で得た暗号化された位置情報と識別子を配信する
。
【００５４】
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なお、ここで用いる暗号鍵は、暗号化と復号化を同一の鍵で行う共有鍵暗号の暗号鍵や、
暗号／復号を秘密鍵と公開鍵の２つの鍵で行う公開鍵暗号の公開鍵を用いる。共有鍵暗号
の技術としては、ＤＥＳ、ＲＣ２、ＲＣ４等が、また公開鍵暗号の技術としてはＲＳＡ、
Ｄｉｆｆｉｅ－Ｈｅｌｌｍａｎ等が公知である。
【００５５】
つぎに、以上の動作フローに基づく、本実施の形態による位置情報管理システムの具体例
について説明する。
図６を参照して、移動体端末２０１の所持者は、移動体端末２０１から位置情報管理セン
タ２０３に暗号鍵“７５７４３８”と識別子“７７７”と位置情報取得条件６０１を登録
する。なお、本実施の形態における登録の手順は、上記第１実施の形態の場合（図１０参
照）と比較して、識別子に加えて暗号鍵を入力する点が異なる。
上記登録により、位置情報管理センタ２０３は、移動体端末２０１の位置情報取得条件管
理テーブルに暗号鍵“７５７４３８”と識別子“７７７”と位置情報取得条件６０１を対
応づけて記憶する。
【００５６】
つぎに、位置検索端末２０２による位置情報取得が成功した時の動作について図７に示し
た動作と対応して説明する。
図８は、本実施の形態における移動体端末の位置を説明する図である。ここでは、水曜日
の１５：４０、移動体端末２０１の所持者が、図８に示す位置８０４に居る場合を想定す
る。
【００５７】
本実施の形態において、位置検索端末２０２はＰＨＳ端末であり、位置８０３にあるとし
、暗号鍵（公開鍵）“７５７４３８”に対応する復号鍵（秘密鍵）“３５３２３”と識別
子“７７７”を保持しているとする。また、記号８０１はＰＨＳ端末の基地局であり、円
の領域８０２に囲まれるエリアをカバーするとする。
【００５８】
位置情報管理センタ２０３は、収容される各端末の位置情報を一定時間毎に（例えば５分
毎）に配信する。１５：３０になると、位置情報管理センタ２０３は、基地局８０１から
移動体端末２０１の経度／緯度（北緯３５°０９．３２５、東経１３９°５０．２００）
を得る（ステップＳ７０１）。
【００５９】
つぎに、移動体端末２０１に対応する位置情報取得管理テーブルに暗号鍵と識別子が登録
されているか否かを判別し（ステップＳ７０２）、暗号鍵“７５７４３８”と識別子“７
７７”を得る。
暗号鍵“７５７４３８”と識別子“７７７”に対応する条件６０１を読み取り（ステップ
Ｓ７０３）、条件６０１が成り立つか否かを判別する（ステップＳ７０４）。時区間に関
する条件は、「水曜日の時刻１５：３０」が「水曜日９：００～１２：００，１３：００
～１８：００」の条件に適合し、エリアに関する条件は（北緯３５°９．３２５、東経１
３９°５０．２００）が、（北緯３５°０９．２００－北緯３５°０９．５２５、東経１
３９°５０．０００－東経１３９°５０．３５０）の範囲内にあるので条件６０１は成り
立つ。
【００６０】
したがって、位置情報（北緯３５°０９．３２５、東経１３９°５０．２００）は暗号鍵
“７５７４３８”で暗号化され（ステップＳ７０５）、暗号化された位置情報は基地局８
０１に送られ識別子”７７７”と共に放送される（ステップＳ７０７）。
位置８０３にある位置検索端末２０２は、暗号化された位置情報を受け取り、識別子“７
７７”と照合した後、復号鍵“３５３２３”で復号化してローカルに保持する地図情報を
組み合わせて移動体端末２０１の位置を表示する。
【００６１】
以上のように、本実施の形態による位置情報管理システムは、位置情報管理センタ２０３
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が、要求された移動体端末２０１の位置情報の取得を許す位置情報取得条件と位置情報を
暗号化するための暗号鍵と識別子を登録し、暗号鍵に対応する位置情報取得条件が成り立
つ場合にのみ、移動体端末２０１の位置情報を暗号鍵を用いて暗号化して識別子と共に同
報又は送信し、位置検索端末２０２は、移動体端末２０１の位置情報を暗号鍵に対応する
復号鍵を用いて復号するシステムである。
【００６２】
この場合、移動体端末２０１の所持者は、位置情報管理センタ２０３に移動体端末２０１
の位置情報の取得を許す位置情報取得条件と位置情報を暗号化するための暗号鍵と識別子
を登録する。その条件での位置情報取得を許す位置検索端末２０２に暗号鍵に対応する復
号鍵と識別子を与える。位置情報管理センタ２０３は、暗号鍵に対応する位置情報取得条
件が成り立つ場合にのみ、移動体の位置情報を暗号鍵を用いて暗号化して識別子と共に同
報又は送信する。位置検索端末２０２は、識別子と移動体の位置情報を受信し、識別子と
予め与えられた識別子が一致する場合、復号鍵を用いて復号する。そのため、移動体端末
２０１の所持者は、特定の位置検索端末に対し、登録した位置情報取得条件が成り立つ場
合のみ位置情報を提供することができる。
【００６３】
以上、この発明の実施の形態を図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこれらの
実施の形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変更等が
あってもよい。
例えば、上記第１実施の形態では、移動体端末２０１の所持者は、位置情報取得条件の登
録時に識別子も登録しているが、位置情報取得条件の登録時に位置情報管理センタ２０３
が識別子を発行する構成としてもよい。
【００６４】
この場合、位置情報管理センタ２０３は、要求された移動体端末２０１の位置情報の取得
を許す位置情報取得条件を登録して識別子を発行し（図１参照、発行機能２０９）、位置
検索端末２０２は移動体端末２０１の位置情報の取得要求時に、位置情報管理センタ２０
３に識別子を送信し、位置情報管理センタ２０３は受信した識別子に対応する位置情報取
得条件を照合して、位置情報取得条件が成り立つ場合にのみ位置情報の取得を許す構成と
なる。
【００６５】
移動体端末２０１の所持者は、位置情報管理センタ２０３に移動体端末２０１の位置情報
の取得を許す位置情報取得条件を登録し、識別子を受け取る。その条件での位置情報取得
を許す位置検索端末２０２にその識別子を与える。位置検索端末２０２は与えられた識別
子により、移動体端末２０１の位置情報取得要求を行うと、位置情報管理センタ２０３は
、識別子に対応する位置情報取得条件を照合して位置情報取得条件が成り立つ場合にのみ
移動体端末２０１の位置情報を提供する。そのため、移動体端末２０１の所持者は、特定
の位置検索端末に対し、登録した位置情報取得条件が成り立つ場合のみ位置情報を提供す
ることができる。
【００６６】
また、上記場合の移動体端末２０１から位置情報管理センタ２０３への登録に関して説明
する。上記第１実施の形態では、移動体端末２０１の位置情報の取得を許す位置情報取得
条件と識別子が、移動体端末２０１から位置情報管理センタ２０３に登録されるのに対し
、この場合、位置情報取得条件は移動体端末２０１から位置情報管理センタ２０３に登録
されるが、識別子は位置情報管理センタ２０３が発行して移動体端末２０１が受信する。
受信された識別子は、例えば、割当てる位置検索端末の所持者の名称等と対応して記憶機
能により記憶される。これにより、移動体端末２０１の所持者は、特定の位置検索端末に
対する、位置情報取得条件を動的に変更することができる。
【００６７】
また、上記第２実施の形態では、移動体端末２０１の所持者は、位置情報取得条件の登録
時に暗号鍵及び識別子も登録しているが、位置情報取得条件の登録時に位置情報管理セン
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タ２０３が、該暗号鍵に対応する復号鍵及び識別子を発行する構成としてもよい。
【００６８】
この場合、位置情報管理センタ２０３は、要求された移動体端末２０１の位置情報の取得
を許す位置情報取得条件を登録し、位置情報を復号化するための復号鍵と識別子を発行し
（図１参照、発行機能２０９）、暗号鍵に対応する位置情報取得条件が成り立つ場合にの
み、移動体端末２０１の位置情報を暗号鍵を用いて暗号化して識別子と共に同報又は送信
し、位置検索端末２０２は、移動体端末２０１の位置情報を復号鍵を用いて復号する。
【００６９】
移動体端末２０１の所持者は、位置情報管理センタ２０３に移動体端末２０１の位置情報
の取得を許す位置情報取得条件を登録し、位置情報を復号化するための復号鍵と識別子を
受け取る。その条件での位置情報取得を許す位置検索端末２０２に受け取った復号鍵と識
別子を与える。暗号鍵に対応する位置情報取得条件が成り立つ場合にのみ、移動体端末２
０１の位置情報を暗号鍵を用いて暗号化して識別子と共に同報又は送信する。位置検索端
末２０２は、識別子と移動体端末２０１の暗号化された位置情報を受信し、識別子が予め
与えられた識別子と一致する場合に復号鍵を用いて復号する。そのため、移動体端末２０
１の所持者は、特定の位置検索端末に対し、登録した位置情報取得条件が成り立つ場合の
み位置情報を提供することができる。
【００７０】
また、上記場合の移動体端末２０１から位置情報管理センタ２０３への登録に関して説明
する。上記第２実施の形態では、移動体端末２０１の位置情報の取得を許す位置情報取得
条件と暗号鍵と識別子が、移動体端末２０１から位置情報管理センタ２０３に登録される
のに対し、この場合、位置情報取得条件は移動体端末２０１から登録されるが、識別子及
び復号鍵は位置情報管理センタ２０３が発行して移動体端末２０１が受信する。受信され
た識別子及び復号鍵は、例えば、割当てる位置検索端末の所持者の名称等と対応して記憶
機能により記憶される。これにより、移動体の所持者は特定の位置検索端末に対する、位
置情報取得条件的に変更することができる。
また、上記第１及び第２の実施の形態、及び該第１及び第２の実施の形態に対する他の形
態の各々に対して、移動体端末２０１の所持者は、以前に入力した設定条件を取消したい
場合、移動体端末２０１から位置情報管理センタ２０３に保持される位置情報取得条件を
取消すことができる。
この場合、移動体端末２０１に図９に示した画面が表示される。移動体端末２０１の所持
者は、リスト９０３の一覧から取消したい、位置情報取得条件の識別子を選択し、「設定
を解除」ボタン９０２を押すことで位置情報取得条件を取消す。
【００７１】
また、上記第１及び第２の実施の形態、及び該第１及び第２の実施の形態に対する他の形
態の各々に対して、位置情報取得条件は、位置情報を取得できる時区間、位置情報を取得
できるエリアを条件として含む。これにより、移動体端末２０１の所持者は、特定の位置
検索端末に対する、位置情報取得条件を柔軟に設定することができる。
【００７２】
また、上記第１及び第２の実施の形態、及び該第１及び第２実施の形態に対する他の形態
の各々では、移動体端末２０１の位置エリア、時区間が位置情報取得条件として使用され
ているが、移動体端末２０１に対する検索要求の回数の上限を位置情報取得条件として使
用する構成でもよい。
【００７３】
また、上記第１及び第２の実施の形態、及び該第１及び第２の実施の形態に対する他の形
態の各々では、識別子はメールアドレス、個人の名前、又は会社名等、相手を特定するた
めの任意の情報を使用し、位置情報の配信時に移動体端末２０１の端末ＩＤを同時に配信
する構成でもよい。
【００７４】
また、上記第２実施の形態に対する他の形態として、位置検索端末２０２は位置情報管理
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センタ２０３に位置情報取得要求と識別子を送信し、位置情報管理センタ２０３は送信さ
れた識別子に対応する位置情報取得条件が成り立つ場合に位置情報を識別子に対応する暗
号鍵で暗号化して、位置検索端末２０２に送信する構成でもよい。
また、上記第２実施の形態に対する他の形態として、位置情報管理センタ２０３は、位置
情報を位置情報取得条件が成り立つ暗号鍵で個別に暗号化するのではなく、共有鍵暗号の
１つの暗号鍵で暗号化して１回だけ送信し、位置情報の暗号化に使用した暗号鍵を位置情
報取得条件が成り立つ暗号鍵（対応する復号鍵は位置検索端末２０２に割当てられている
）で暗号化してそれぞれ配信する構成でもよい。
【００７５】
また、上記第１実施の形態におけるステップＳ１０５（図４参照）、又は上記第２実施の
形態におけるステップＳ７０１（図７参照）で説明したような、位置情報の取得方法に関
しては、本発明を限定するものではない。
なお、本発明の位置情報管理システムは、本位置情報管理システムを機能させるためのプ
ログラムでも実現される。このプログラムは、コンピュータで読み取り可能な記録媒体に
格納されている。
【００７６】
本発明では、この記録媒体として、図１に示される登録機能２０６（ＲＯＭ）そのものが
プログラムメディアであってもよいし、また外部記憶装置としてＣＤ－ＲＯＭドライブ等
のプログラム読み取り装置（図示せず）が設けられ、そこに記録媒体を挿入することで読
み取り可能なＣＤ－ＲＯＭ等のプログラムメディアであってもよい。いずれの場合におい
ても、格納されているプログラムはＣＰＵ（図示せず）がアクセスして実行させる構成で
あってもよいし、プログラムを読み出し、読み出されたプログラムは、図示されていない
プログラム記憶エリアにダウンロードされて、そのプログラムが実行される方式であって
もよい。このダウンロード用のプログラムは予め本体装置に格納されているものとする。
【００７７】
ここで上記プログラムメディアは、本体と分離可能に構成される記録媒体であり、磁気テ
ープやカセットテープ等のテープ系、フロッピーディスクやハードディスク等の磁気ディ
スクやＣＤ－ＲＯＭ／ＭＯ／ＭＤ／ＤＶＤ等の光ディスクのディスク系、ＩＣカード（メ
モリカードを含む）／光カード等のカード系、あるいはマスクＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥ
ＰＲＯＭ、フラッシュＲＯＭ等による半導体メモリを含めた固定的にプログラムを担持す
る媒体であってもよい。
【００７８】
さらに、送信／受信機能２０８を介して通信ネットワークからプログラムをダウンロード
するように、流動的にプログラムを担持する媒体であってもよい。なお、このように通信
ネットワークからプログラムをダウンロードする場合には、そのダウンロード用プログラ
ムは予め装置本体に格納しておくか、あるいは別な記録媒体からインストールされるもの
であってもよい。なお、記録媒体に格納されている内容としてはプログラムに限定されず
、データであってもよい。
【００７９】
【発明の効果】
本発明によれば、移動体端末の所持者は、位置情報を提供する条件と相手とを柔軟にかつ
動的に変更でき、位置情報取得条件を簡易な操作で設定できる等、所持者の意図に添った
位置情報の提供が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施の形態による位置情報管理システムを説明する概念図である。
【図２】本発明の第２実施の形態による位置情報管理システムにおいて、移動体端末の所
持者が設定する位置情報取得条件を説明する図である。
【図３】本発明の第１実施の形態による位置情報管理センタが、移動体端末毎に保持する
位置情報取得条件管理テーブルを例示する図である。
【図４】本発明の第１実施の形態による位置情報管理システムの動作を説明するフローチ
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ャートである。
【図５】本発明の第１実施の形態における移動体端末の位置を説明する図である。
【図６】本発明の第２実施の形態による位置情報管理センタが、移動体端末毎に保持する
位置情報取得条件管理テーブルを例示する図である。
【図７】本発明の第２実施の形態による位置情報管理システムの動作を説明するフローチ
ャートである。
【図８】本発明の第２実施の形態における移動体端末の位置を説明する図である。
【図９】本発明の第１実施の形態において、移動体端末が位置情報管理センタに位置情報
取得条件を登録する際の表示画面を例示する図である。
【図１０】本発明の第１実施の形態における位置情報取得条件の設定画面を例示する図で
ある。
【図１１】本発明の第１実施の形態における位置情報取得条件の詳細設定画面を例示する
図である。
【符号の説明】
２０１　移動体端末
２０２　位置検索端末
２０３　位置情報管理センタ
２０４　基地局
２０５　取得機能
２０６　登録機能
２０７　許可機能
２０８　送信／受信機能
２０９　発行機能

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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